
資料５ 

 

その他の事業運営上の留意事項 

 

 

サービス利用者に関すること 

・高齢者の健康 

  ノロウイルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８ 

  インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ 

  腸管出血性大腸菌（Ｏ157等）感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０ 

  結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１ 

  HＩＶ／エイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２～１４３ 

  レジオネラ症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４ 

  熱中症・暑さ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

・高齢者虐待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６～１４７ 

・地域支援スーパーバイズ事業（権利擁護相談）・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

 

事業所の労働環境に関すること 

・専門家による無料相談（雇用管理、メンタルヘルス、教育・研修）・・・・・・・１４９ 

・無料講師派遣（職場環境を良くするための対策）・・・・・・・・・・・・・・・１５０ 

 

事業所の運営に関すること 

・介護相談員派遣等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１ 

・福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２ 

・大阪府障がい者差別解消条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３ 

 

サービス利用者向け相談事業 

・福祉サービス苦情解決制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４～１５５ 

 

137



①

す
る
。

②
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
・
布
等
で
嘔
吐
物
を
覆
い
、
外

側
か
ら
内
側
へ
向
け
て
、
拭
き
取
り
面
を
折
り
込

み
な
が
ら
静
か
に
拭
き
取
る
。

③ ④
拭
き
取
り
に
使
用
し
た
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
・
布
等

は
、
た
だ
ち
に
ゴ
ミ
袋
に
入
れ
、
密
閉
し
廃
棄
す

る
。

＊
可
能
で
あ
れ
ば
、
5
0
倍
に
薄
め
た
家
庭
用
塩
素
系

漂
白
剤
を
入
れ
て
か
ら
、
密
閉
し
廃
棄
す
る
。

⑤
汚
物
を
拭
き
取
っ
た
後
の
床
等
は
、

＊
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
・
布
等
は
な
る
べ
く
色
の
つ
い
て

い
な
い
も
の
を
使
用
す
る
。

⑥
に
水
拭
き
す
る
。

①
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
・
布
等
で
覆
う
な
ど
、
付
着

し
た
汚
物
中
の

。

②
汚
物
を
取
り
除
い
た
あ
と
、
洗
剤
を
入
れ
た
水

の
中
で
、

を
す
る
。

③

。（
素
材
に
注
意
）

④
他
の
衣
類
と
は
分
け
て
洗
う
。窓
を
開
け
る
等

換
気
を
十
分
に
！

＊
石
け
ん
を
使
っ
て

流
水
で
！

＊
も
み
洗
い
し
た
場
所
は
、

2
5
0
倍
に
薄
め
た
家
庭
用
塩

素
系
漂
白
剤
で
消
毒
し
、
洗
剤

を
使
っ
て
掃
除
を
す
る
。

（
浸
す
よ
う
に
拭
き
、
1
0
分
後
に
水
拭

き
す
る
）

・ （
1
0
分
程
度
つ
け
こ
む
）

・ （
ゴ
ミ
袋
の
中
で
廃
棄
物
を
浸
す
よ
う

に
入
れ
、
密
閉
し
廃
棄
す
る
。）

※
濃
度

約
1
0
0
0
p
p
m

（
消
毒
後
、
洗
剤
で
掃
除
す
る
こ
と
）

（
拭
き
取
り
部
位
が
金
属
の
場
合
は
、

1
0
分
後
に
水
拭
き
）

※
濃
度

約
2
0
0
p
p
m

� � �

令
和
３
年
４
月
作
成

発
行
元
：
大
阪
府
健
康
医
療
部
保
健
医
療
室
感
染
症
対
策
企
画
課

・
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
性
胃
腸
炎
は
、

冬
季
に
多
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
、
初
夏
に

か
け
て
も
集
団
事
例
と
し
て
多
く
の
発
症
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。

・
1
0
～
1
0
0
個
の
少
な
い
ウ
イ
ル
ス
量
で
も
発
病
す
る
た

め
、
人
か
ら
人
へ
の
感
染
が
起
こ
り
ま
す
。

・
症
状
が
消
え
て
か
ら
も
、
1
0
日
か
ら
１
か
月
は
糞
便
中
に

ウ
イ
ル
ス
が
排
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
電
子
顕
微
鏡
写
真
提
供
大
阪
健
康
安
全
基
盤
研
究
所

�
患
者
の
糞
便
や
嘔
吐
物
か
ら
の
二
次
感
染

�
感
染
し
た
人
が
調
理
な
ど
を
し
て
汚
染
さ
れ
た
食
品

�
ウ
イ
ル
ス
の
蓄
積
し
た
加
熱
不
十
分
な
二
枚
貝
な
ど

一
般
的
に
市
販
さ
れ
て
い
る
家
庭
用
塩
素
系
漂
白
剤
の

で
す
。

塩
素
濃
度
約
５
％
の
も
の
を
利
用
し
た
場
合
の
方
法
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

（
家
庭
用
塩
素
系
漂
白
剤
の
キ
ャ
ッ
プ
1
杯
が
、
約
2
5
ｃ
ｃ
の
場
合
で
す
。）

家
庭
用

塩
素
系

漂
白
剤

バ
ケ
ツ

バ
ケ
ツ

�
通
常

�
下
痢
・
嘔
吐
・
吐
き
気
・
腹
痛
な
ど
で
、
通
常
１
～
３

日
症
状
が
続
い
た
後
、
回
復
。
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（
消
毒
薬
等
に
つ
い
て
は
裏
面
参
照
）

O
1
5
7
電
子
顕
微
鏡
写
真

提
供

大
阪
健
康
安
全
基
盤
研
究
所

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

１
５
７
等
）

感
染
症
に
ご
注
意
！

２
～
１
４
日
（
平
均
３
～
５
日
）

で
は

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

発
症
後
1
～
２
週
間
は
、

を
起
こ
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
は
わ
ず
か

程
度
の
菌
が
体
の
中
に
入
っ
た
だ
け
で
も
発
症
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

患
者
・
保
菌
者
の
糞
便
な
ど
か
ら

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ベ
ロ
毒
素
に
よ
り
腎
臓
の
細
胞
が
傷
害
さ
れ
て
発
症
す
る
、
溶

血
性
貧
血
、
血
小
板
減
少
、
急
性
腎
不
全
の
３
つ
を
特
徴
と
す
る
状
態
。

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
（
O
1
5
7
等
）
は
、
通
常
牛
等
の
腸
内
に
生
息
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
腸
の
内
容
物
で
汚
染
さ
れ
た
食
品
を
介
し
て
、
口
か
ら
体
内
に

入
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
染
し
ま
す
。

患
者
・
保
菌
者
が
排
便
し
た
後
に
触
れ
た
部
分
（
ド
ア
や
水
道
の
ノ
ブ
な
ど
）
は
、
逆
性
せ
っ
け

ん
や
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
で
消
毒
し
て
く
だ
さ
い
。（
消
毒
薬
は
薬
局
で
手
に
入
り
ま
す
。）

患
者
・
保
菌
者
の
糞
便
の
つ
い
た
衣
類
な
ど
は
、
熱
湯
や
1
0
0
倍
に
薄
め
た
家
庭
用
塩
素
系
漂

白
剤
に
3
0
分
浸
し
た
あ
と
、
他
の
衣
類
と
は
別
に
洗
濯
し
、
日
光
で
十
分
に
乾
燥
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
（
素
材
に
注
意
）

患
者
・
保
菌
者
が
お
風
呂
を
使
用
す
る
場
合
、
下
痢
が
あ
る
と
き
は
、
シ
ャ
ワ
ー
ま
た
は

か
け
湯
に
し
ま
し
ょ
う
。
浴
槽
に
つ
か
る
時
は
最
後
に
し
、
混
浴
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

浴
槽
の
水
は
毎
日
替
え
、
浴
室
、
浴
槽
は
よ
く
洗
い
流
し
ま
し
ょ
う
。

患
者
・
保
菌
者
が
飲
食
物
に
直
接
接
触
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

★
普
段
か
ら
調
理
前
や
食
事
前
、
ト
イ
レ
の
後
は
石
け
ん
を
よ
く
泡
立
て
て
手
指
か
ら
手
首
ま
で
を
充
分
洗
い
ま
し
ょ
う
。

★
タ
オ
ル
の
共
用
使
用
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

★
糞
便
を
処
理
す
る
時
は
、

を
使
い
ま
し
ょ
う
。

処
理
が
す
ん
だ
あ
と
は
、
手
袋
を
は
ず
し
石
鹸
で
手
洗
い
し
ま
し
ょ
う
。

（
ま
た
、
乳
幼
児
や
高
齢
者
で
オ
ム
ツ
の
交
換
時
の
汚
染
に
充
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
）

★
下
痢
な
ど
で
体
調
の
悪
い
と
き
に
は
、
プ
ー
ル
の
利
用
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

簡
易
ビ
ニ
ー
ル
プ
ー
ル
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、
頻
繁
に
水
を
交
換
し
ま
し
ょ
う
。

※
お
む
つ
交
換
時
と
便
の
処
理
を
行
な
う
時
は
、
使
い
捨
て
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
を
使
用
す
る
。

※
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
、
金
属
腐
食
性
が
あ
る
の
で
、
消
毒
後
、
水
拭
き
す
る
。

（
お
問
い
合
わ
せ
は
最
寄
り
の
保
健
所
へ
）(消
毒
薬
に
つ
い
て
は
､薬
局
等
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
｡)

大
阪
府
健
康
医
療
部
感
染
症
対
策
企
画
課
令
和
3
年
4
月
作
成
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１
．
熱
中
症
と
は
︖

＜
熱
中
症
の
症
状
＞

〇
初
期
症
状
と
し
て
、
め
ま
い
や
立
ち
く
ら
み
、
手
足
の
し
び
れ
、
筋
肉
の
け
い
れ
ん
や
痛
み
（
こ
む
ら
が
え
り
）
が
現
れ
ま
す
。
ま
た
、

症
状
が
進
む
と
、
吐
き
気
や
嘔
吐
、
力
が
入
ら
な
い
な
ど
の
症
状
が
現
れ
ま
す
。

〇
さ
ら
に
重
症
に
な
る
と
、
意
識
障
害
や
全
身
の
け
い
れ
ん
（
ひ
き
つ
け
）
を
起
こ
し
た
り
、
体
温
が
著
し
く
上
昇
し
、
最
悪
の
場
合
は

死
亡
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

＜
熱
中
症
の
原
因
＞

〇
体
内
の
水
分
や
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
り
、
体
温
調
節
機
能
が
破
た
ん
す
る
な
ど
し
て
発
症
し
ま
す
。

〇
高
温
、
多
湿
、
風
が
弱
い
、
輻
射
源
（
熱
を
発
生
す
る
も
の
）
が
あ
る
な
ど
の
環
境
で
は
、
体
か
ら
熱
が
逃
げ
に
く
く
、
汗
を
か
き

に
く
く
な
る
た
め
、
熱
中
症
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

（
「
熱
中
症
環
境
保
健
マ
ニ
ュ
ア
ル
2
0
1
8
」
よ
り
）

熱
中
症
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
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２
．
⾼
齢
者
と
熱
中
症
に
つ
い
て

＜
高
齢
者
に
お
け
る
身
体
機
能
の
一
般
的
な
特
徴
＞

○
体
内
の
水
分
量
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
体
の
老
廃
物
を
排
出
す
る
際
に
、
た
く
さ
ん
の
尿
を
必
要
と
し
ま
す
。

○
加
齢
に
よ
り
暑
さ
や
喉
の
渇
き
に
対
す
る
感
覚
が
鈍
く
な
り
ま
す
。

○
暑
さ
に
対
す
る
体
温
の
調
節
機
能
が
低
下
し
て
い
ま
す
。

＜
高
齢
者
に
お
け
る
熱
中
症
の
実
態
＞
（
大
阪
府
内
）

○
熱
中
症
に
よ
り
救
急
搬
送
さ
れ
る
約
半
数
が
、
死
亡
総
数
の
約
8
割
が
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
で
す
。

○
熱
中
症
は
、
日
中
の
炎
天
下
だ
け
で
は
な
く
、
室
内
や
夜
に
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
室
内
で
も
多
く
の
方
が
熱
中
症
に
よ
り

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

3．
新
し
い
⽣
活
様
式
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
⾏
動
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
に
伴
い
、
身
体
的
距
離
の
確
保
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
洗
い
や
「
３
密
（
密
集
、
密
接
、
密
閉
）
」

を
避
け
る
な
ど
の
「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
、
熱
中
症
予
防
行
動
が
重
要
で
す
。

□
気
温
・
湿
度
の
高
い
中
で
マ
ス
ク
の
着
用
は
要
注
意

□
屋
外
で
人
と
十
分
な
距
離
（2
メ
ー
ト
ル
以
上
）を
確
保
で
き
る
場
合
に
は
、
マ
ス
ク
を
は
ず
す

□
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
時
は
、
負
荷
の
か
か
る
作
業
や
運
動
を
避
け
、
周
囲
の
人
と
の
距
離
を
十
分
に
と
っ
た
上
で
、

適
宜
マ
ス
ク
を
は
ず
し
て
休
憩
を

□
暑
く
な
り
始
め
の
時
期
か
ら
適
度
に
運
動
を
□
水
分
補
給
は
忘
れ
ず
に
、
無
理
の
な
い
範
囲
で

□
「
や
や
暑
い
環
境
」
で
「
や
や
き
つ
い
」
と
感
じ
る
強
度
で
毎
日
3
0
分
程
度

□
の
ど
が
渇
く
前
に
水
分
補
給

□
1
日
あ
た
り
１
.２
リ
ッ
ト
ル
を
目
安
に

□
大
量
に
汗
を
か
い
た
時
は
塩
分
も
忘
れ
ず
に

□
エ
ア
コ
ン
を
利
用
す
る
等
、
部
屋
の
温
度
を
調
整

□
感
染
症
予
防
の
た
め
、
換
気
扇
や
窓
開
放
に
よ
っ
て
換
気
を
確
保
し
つ
つ
、
エ
ア
コ
ン
の
温
度
設
定
を
こ
ま
め
に
調
整

□
暑
い
日
や
時
間
帯
は
無
理
を
し
な
い

□
涼
し
い
服
装
に
す
る

□
急
に
暑
く
な
っ
た
日
等
は
特
に
注
意
す
る

□
日
頃
か
ら
体
温
測
定
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
□
体
調
が
悪
い
と
感
じ
た
時
は
、
無
理
せ
ず
自
宅
で
静
養

4．
熱
中
症
に
な
っ
た
と
き
は
︖

＜
対
処
法
＞

5．
熱
中
症
の
疑
い
の
あ
る
⼈
を
医
療
機
関
に
搬
送
す
る
際
に
、
医
療
従
事
者
に
伝
え
る
こ
と

熱
中
症
は
、
症
状
に
よ
り
、
急
速
に
進
行
し
重
症
化
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
医
療
機
関
到
着
後
、
治
療
が
迅
速
に
開
始
さ
れ

る
よ
う
、
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
た
倒
れ
た
時
の
状
況
が
わ
か
る
人
が
医
療
機
関
ま
で
付
き
添
い
、
発
症
ま
で
の
経
過
や
症
状
な
ど

を
伝
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

＜
医
療
従
事
者
に
伝
え
る
内
容
（
例
）
＞

□
倒
れ
た
場
所
の
状
況
（
具
体
的
な
場
所
、
気
温
、
湿
度
、
風
速
な
ど
）

□
倒
れ
た
時
の
状
況
（服
装
、
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
た
か
、
な
ど
）

□
症
状
の
経
過
（
症
状
が
出
始
め
た
時
か
ら
悪
化
し
て
い
な
い
か
、
具
体
的
に
ど
ん
な
症
状
が
あ
る
か
、
な
ど
）

□
対
処
の
内
容
（
水
分
や
塩
分
の
補
給
は
で
き
た
か
、
そ
の
他
応
急
処
置
の
有
無
な
ど
）

6．
熱
中
症
に
関
す
る
情
報

国
や
大
阪
府
で
は
、
下
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
熱
中
症
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

○
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
ht
tp
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
sa
k
a.
lg
.jp
/
k
e
nk
o
zu
k
ur
i/
ne
tt
y
us
y
o
u/

○
環
境
省
「
熱
中
症
予
防
情
報
サ
イ
ト
」

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
ht
tp
:/
/
w
w
w
.w
b
g
t.
e
nv
.g
o
.jp
/

※
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
令
和
3
年
か
ら
全
国
運
用
さ
れ
ま
す
。

○
総
務
省
消
防
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：
ht
tp
:/
/
w
w
w
.f
d
m
a.
g
o
.jp
/
ne
ut
e
r/
to
pi
cs
/
fi
e
ld
L
is
t9
_2
.h
tm
l

※
本
資
料
は
、
環
境
省
作
成
「
熱
中
症
環
境
保
健
マ
ニ
ュ
ア
ル
2
0
1
8
」
、
「
熱
中
症
～
思
い
当
た
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
～
」
、
環
境
省
・
厚
労
省
作
成
「
熱
中
症
予
防
×
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
で
「
新

し
い
生
活
様
式
」
を
健
康
に
！
」
を
参
考
に
、
大
阪
府
で
作
成
し
ま
し
た
。
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   【
レ

ジ
オ

ネ
ラ

症
と

は
】

 

レ
ジ

オ
ネ

ラ
症

は
レ

ジ
オ

ネ
ラ

属
菌

に
よ

る
感

染
症

の
一

つ
で

、
幼

児
や

お
年

寄
り

、
あ

る
い

は
他

の
病

気
な

ど

に
よ

り
身

体
の

抵
抗

力
が

低
下

し
て

い
る

人
に

発
病

の
お

そ
れ

が
強

い
と

言
わ

れ
て

い
ま

す
。

 

レ
ジ

オ
ネ

ラ
属

菌
に

汚
染

さ
れ

た
細

か
い

水
滴

（
エ

ア
ロ

ゾ
ル

）
等

を
、

気
道

か
ら

吸
い

込
む

こ
と

に
よ

っ
て

感

染
し

、
発

病
し

ま
す

。
 

主
な

症
状

は
肺

炎
（

レ
ジ

オ
ネ

ラ
肺

炎
）

で
、

菌
に

感
染

し
て

か
ら

２
～

１
０

日
（

平
均

４
～

５
日

）
後

に
、

高

熱
、

咳
、

タ
ン

、
頭

痛
、

胸
痛

、
筋

肉
痛

、
悪

寒
な

ど
の

症
状

が
出

て
、

ま
れ

に
重

症
に

な
る

こ
と

が
あ

り
、

死
亡

例
も

報
告

さ
れ

て
い

ま
す

。
人

か
ら

人
へ

の
感

染
は

あ
り

ま
せ

ん
。

近
年

、
レ

ジ
オ

ネ
ラ

症
患

者
報

告
者

数
は

、
増

加
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
 

            レ
ジ

オ
ネ

ラ
属

菌
は

、
入

浴
設

備
の

配
管

内
部

等
で

増
殖

す
る

こ
と

が
知

ら
れ

て
い

ま
す

。
入

浴
設

備
の

適
正

な

維
持

管
理

に
よ

り
菌

の
増

殖
を

防
止

し
、

レ
ジ

オ
ネ

ラ
症

の
発

生
予

防
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。

 

大
阪

府
で

は
、
平

成
２

０
年

４
月

よ
り

、「
社

会
福

祉
施

設
等

の
入

浴
設

備
に

お
け

る
レ

ジ
オ

ネ
ラ

症
発

生
防

止
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

定
め

、
指

導
・

助
言

を
行

っ
て

い
ま

す
。

 

施
設

の
設

置
者

・
管

理
者

の
方

は
、

引
き

続
き

入
浴

設
備

に
つ

い
て

次
の

点
に

注
意

し
て

適
正

な
管

理
を

お
願

い

し
ま

す
。

 

  【
入

浴
設

備
の

維
持

管
理

ポ
イ

ン
ト

】
 

      
 

  ○
浴

槽
水

は
、

塩
素

系
薬

剤
を

用
い

て
消

毒
し

、
遊

離
残

留
塩

素
濃

度
で

常
に

0
.
4
ｍ

ｇ
/
Ｌ

以
上

に

保
ち

ま
し

ょ
う

。
 

○
連

日
使

用
し

て
い

る
浴

槽
水

は
、
１

週
間

に
１

回
以

上
入

換
え

、
浴

槽
を

清
掃
・
消

毒
し

ま
し

ょ
う

。 

○
ろ

過
器

は
、

１
週

間
に

１
回

以
上

逆
洗

浄
等

に
よ

り
清

掃
し

ま
し

ょ
う

。
 

○
貯

湯
槽

内
の

湯
の

温
度

は
６

０
度

以
上

に
保

ち
、

槽
内

を
定

期
的

に
清

掃
・

消
毒

し
ま

し
ょ

う
。

 

 

入
浴

設
備

の
適

正
な

維
持

管
理

に
よ

り
 

レ
ジ

オ
ネ

ラ
症

発
生

を
予

防
し

ま
し

ょ
う
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H2
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H2

6
H2

7
H2

8
H2

9
H3

0
R1

レ
ジ

オ
ネ

ラ
症

患
者

報
告

者
数

（
全

国
）

循
環

式
浴

槽
の
実

例
参
考

図
 

                  

  【
詳

し
く

は
】

 

 

【
水

質
検

査
の

実
施

と
報

告
】

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

「
社

会
福

祉
施

設
等

の
入

浴
設

備
に

お
け

る
レ

ジ
オ

ネ
ラ

症
発

生
防

止
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

参
考

に
し

て
く

だ

さ
い

。
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
、

下
記

の
大

阪
府

環
境

衛
生

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

入
手

で
き

ま
す

。
 

h
t
t
p:

/
/w

w
w.
p
r
e
f.

o
sa

k
a.
j
p
/
ka

n
ky

o
ei
s
e
i
/r

e
ji

o
ne
r
a
/
in

d
e
x
.
ht
m
l 

ま
た

、
「

大
阪

府
 

レ
ジ

オ
ネ

ラ
」

で
検

索
で

き
ま

す
。

 

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

疑
問

点
等

は
、
最

寄
り

の
府

保
健

所
ま

た
は

環
境

衛
生

課
生

活
衛

生
グ

ル
ー

プ
（

0
6-

6
94

4-
9
9
10

）

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

 

浴
槽

水
に

つ
い

て
、

１
年

に
１

回
以

上
、

レ
ジ

オ
ネ

ラ
属

菌
な

ど
の

 

水
質

検
査

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
を

報
告

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

当
該

施
設

所
在

地
を

所
管

す
る

介
護

事
業

者
担

当
部

局
 

（
大

阪
府

福
祉

部
介

護
事

業
者

課
又

は
市

町
村

担
当

部
局

）
 

最
寄

り
の

大
阪

府
保

健
所

衛
生

課
 

（
大

阪
市

、
堺

市
、

豊
中

市
、

高
槻

市
、
 

枚
方

市
、

八
尾

市
、

寝
屋

川
市

、
 

東
大

阪
市

、
吹

田
市

を
除

く
）

 

報
告

は
２

ヶ
所

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

 

（
Ｆ

Ａ
Ｘ

で
結

構
で

す
）
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府
⺠
の
み
な
さま
に
ご
活
⽤
い
た
だ
け
る
よ
う、
暑
さを
知
らせ
る
情
報
を
提
供
す
る
サ
ー
ビス
や
、暑
さか
ら⾝
を
守
る
取
組
み
、

⾏
政
の
取
組
み
な
どの
情
報
を
発
信
して
い
ま
す
。ぜ
ひ
、ご
覧
くだ
さい
。

（
ht

tp
:/

/w
w
w
.p

re
f.o

sa
ka

.lg
.jp

/c
hi

ky
uk

an
ky

o/
jig

yo
to

pp
ag

e/
at

su
sa

ta
is
ak

u.
ht

m
l）

大
阪
府
暑
さ
対
策

検
索

【
暑

さ
対

策
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
】

⼤
阪

府
環

境
農

林
⽔

産
部

エ
ネ

ル
ギ

ー
政

策
課

温
暖

化
対

策
グ

ル
ー

プ
〒
55

9-
85

55
⼤

阪
市

住
之

江
区

南
港

北
1-
14
-1
6⼤

阪
府

咲
洲

庁
舎

（
さ

き
し

ま
コ

ス
モ

タ
ワ

ー
）
22

階
電

話
番

号
︓
06

-6
21

0-
95

53
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
番

号
︓
06

-6
21

0-
92

59

[令
和

２
年

６
⽉

作
成
]

⼤
阪
府
暑
さ
対
策
啓
発
資
料 」 」 」

あ か ん ︒
暑
さ
か
ら
⾝
を
守
る
３
つ
の
習
慣

暑
さ
を
し
の
ぐ
「
ク
ー
ラ
ー
の
利
⽤
」

➤
部
屋
の
温
度
や
湿
度
を
確
認
し
て
ク
ー
ラ
ー
の
設
定
温
度

を
調
節
し
ま
し
ょ
う
。

➤
外
出
先
で
は
無
理
を
せ
ず
、
ク
ー
ラ
ー
の
効
い
た
施
設
や
木
陰
な
ど
涼
し
い
場
所
で
休
息
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

⾼
齢
者
は
暑
さに

対
す
る
感
覚
や
体
温
を
下
げ
る
た
め
の
体
の
反
応
が
弱
くな

って
お
り、

⾃
覚
が
な
くて

も
熱
中
症

に
な
る
危
険
が
あ
りま

す
の
で
、特

に
注
意
しま

しょ
う。

暑
さ
に
つ
よ
い
「
か
ら
だ
づ
く
り
」

➤
水
分
や
塩
分
の
補
給
も
こ
ま
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

➤

汗
を
か
く
運
動
を
継
続
し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

暑
さ
を
知
ら
せ
る
「
情
報
の
活
⽤
」

未
満

未
満

★
「暑

さ指
数
」は

気
温
だ
け
で
な
く、
湿
度
な
ども

考
慮
した

熱
中
症
予
防
の
た
め
の
数
値
で
す
。

と
熱
中
症
危
険
度
の
関
係

「
暑
さ
指
数
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
、
暑
さ
の

危
険
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
無
料
※
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
「
大
阪
府
暑
さ
対
策
情
報
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
」
（
裏
面
）
を
見
て
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

⽇
本
⽣
気
象
学
会
「⽇

常
⽣
活
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
指
針
Ve

r.
3」
(2
01

3)
を
も
とに

⼤
阪
府
作
成

kW
h

※
(環

境
省
)

2.
2k
W
の
19
99
年
製
と最

新
の
最
も
省
エネ

で
あ
る
機
種
と⽐

較
した

結
果
を
も
とに

⼤
阪
府
作
成

年
の
機
種kW
h

➤
※
少
な
く
な
り
、
毎
年
の

電
気
代

節
約
で
き
ま
す
。

年
間
電
気
代

約
26
,6
20

円
約
15
,6
60

円

※
情
報
取
得
に
か
か
る
通
信
料
は
利
⽤
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

は
ず
しま

しょ
う。

▶
屋
外
で
⼈
と⼗

分
な
距
離
（
２
メー

トル
以
上
）
を
確
保
で
きる

場
合
には

、マ
ス
ク
をは

ず
しま

しょ
う。

▶
マス

クを
着
用
して

い
ると

きは
、負

荷
の
か
か
る作

業
や
運
動
を避

け
、周

囲
の
⼈
との

距
離
を⼗

分
に
とっ
た
上
で
、適

宜
マス

クを
は
ず
して

休
憩
しま

しょ
う。

新
型
コロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
を
想
定
した

「新
しい

生
活
様
式
」に
お
け
る
熱
中
症
予
防
⾏
動
の
ポ
イ
ン
ト

○
冷
房
時
で
も
換
気
を確

保
しつ

つ
、室

温
を適

切
に
管
理
しま

しょ
う。

○
⽇
頃
か
ら健

康
チ
ェッ
クを

⾏
い
、体

調
が
悪
い
と感

じた
時
は
、無

理
せ
ず
⾃
宅
で
静
養
しま

しょ
う。

○
熱
中
症
に
な
りや

す
い
⾼
齢
者
、⼦

ども
、障

が
い
者
へ
の
声
掛
け
を、

３
密
（
密
集
・密

接
・密

閉
）
を
避
け
つ
つ
⾏
い
ま
しょ

う。
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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 
● 悪徳商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればよいのか。 

● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 
 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室（あいあいねっと） 

所在地  〒542-0065大阪市中央区中寺 1丁目 1番 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～・最長 80分） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282（職員による電話相談）（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    成年後見制度に関するご相談を受け付けています。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の権利侵害や困りごとについて、行政、社会福祉

協議会、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体を対象

に行う相談事業です。様々な解決困難な事例について、弁護士会・社会福祉士

会等と連携し、電話や来所による助言や情報提供を行うものです。 
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